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むつ市議会第２４１回定例会会議録 第４号

令和元年９月１０日（火曜日）午前１０時開議議事日程 第４号

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第78号 むつ市森林環境譲与税基金条例

第２ 議案第79号 むつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

第３ 議案第80号 むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

第４ 議案第81号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第５ 議案第82号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第６ 議案第83号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第７ 議案第84号 令和元年度むつ市一般会計補正予算

第８ 議案第85号 令和元年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第９ 議案第86号 平成30年度むつ市一般会計歳入歳出決算

第10 議案第87号 平成30年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

第11 議案第88号 平成30年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

第12 議案第89号 平成30年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算

第13 議案第90号 平成30年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

第14 議案第91号 平成30年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算

第15 議案第92号 平成30年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算

第16 議案第93号 平成30年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について

第17 議案第94号 平成30年度むつ市水道事業会計決算

第18 報告第15号 平成30年度むつ市一般会計継続費精算報告書

第19 報告第16号 平成30年度むつ市水道事業会計継続費精算報告書

第20 報告第19号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第21 報告第20号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

【議員派遣】

第22 議員派遣について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２４人）

１番 原 田 敏 匡 ２番 山 本 留 義
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総 括 主 幹 青 山 諭 主 幹 葛 西 信 弘
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（白井二郎） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は24人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（白井二郎） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（白井二郎） 本日の会議は議事日程第４号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第21 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第７８号

〇議長（白井二郎） 日程第１ 議案第78号 むつ

市森林環境譲与税基金条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第78号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第78号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第７９号

〇議長（白井二郎） 日程第２ 議案第79号 むつ

市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第79号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第79号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第８０号

〇議長（白井二郎） 日程第３ 議案第80号 むつ

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第80号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第80号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第８１号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第４ 議案第81号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を

求めることについてを議題といたします。

本案は、本年12月31日をもって任期満了となる

人権擁護委員に近原 栄氏を推薦することについ

て、議会の意見を求めるためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第81号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第81号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第81号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は適任と認め、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第81号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８２号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第５ 議案第82号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を

求めることについてを議題といたします。

本案は、本年12月31日をもって任期満了となる

人権擁護委員に工藤幹雄氏を推薦することについ

て、議会の意見を求めるためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第82号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第82号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第82号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は適任と認め、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第82号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８３号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第６ 議案第83号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を

求めることについてを議題といたします。

本案は、退任による欠員が生じていた人権擁護

委員に井田敦子氏を推薦することについて、議会

の意見を求めるためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第83号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第83号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第83号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は適任と認め、原案のとおり可決すること
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にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第83号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８４号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第７ 議案第84号

令和元年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第84号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第84号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第84号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第84号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８５号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第８ 議案第85号

令和元年度むつ市介護保険特別会計補正予算を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第85号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第85号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第８６号～議案第９４号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第９ 議案第86号

平成30年度むつ市一般会計歳入歳出決算から日程

第17 議案第94号 平成30年度むつ市水道事業会

計決算までの９件を一括議題といたします。

質疑に入る前に、平成30年度むつ市各会計決算

に対する監査委員の意見を求めます。代表監査委

員。

（齊藤秀人代表監査委員登壇）

〇代表監査委員（齊藤秀人） おはようございます。

平成30年度むつ市一般会計、特別会計歳入歳出決

算について、審査の結果を報告いたします。

今回審査に付されましたむつ市一般会計、各特

別会計に係る歳入歳出決算書、附属書類の計数は、

いずれも関係証拠書類と符合しており、正確であ

りました。

また、予算の執行は法令に準拠して、適正かつ

効率的に行われており、財産の管理についても適

正であると認めました。

平成30年度のむつ市一般会計歳入歳出決算は、

実質収支額では４億2,192万4,273円の黒字、単年

度収支額においても5,640万2,518円、実質単年度

収支額においても３億509万1,520円の黒字となっ

ております。

歳入歳出につきましては、いずれも前年度と比

較して増加しておりますが、その主な要因はむつ

市総合アリーナ整備事業の工事着手、一部事務組
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合下北医療センターへの貸付金の増額でありま

す。

事業につきましては、むつ市成長戦略2018とし

て、１、まちづくり、２、子育て応援、３、健康

づくり、４、魅力の向上、５、安全・安心、６、

ひとづくり及びしごとづくりの７項目にわたる主

要取り組み事項を中心に実施され、限られた財源

の中でも希望のまちづくり推進枠において、魅力

的な事業が展開されており、むつ市総合経営計画

の業績評価指標に対する平成30年度の年次目標に

ついてもおおむね達成されている状況にあり、こ

れらの成果の結実には大いに期待するところであ

ります。

総じて平成30年度は、実質単年度収支において

も黒字となり、財政健全化をより一層推進し、持

続可能な財政運営に努めた決算であると判断され

るところでありますが、財政健全化に向け、財政

調整基金の着実な積み立てと健全な財政運営の確

保に精励されることを期待するものであります。

今後におきましても、さまざまな要因により減

収が見込まれる中で、市の財政運営に大きな影響

を及ぼす課題も多いことから、歳入の確保及び歳

出の削減はもとより、効率的かつ効果的な行財政

運営に努め、持続可能な財政基盤を確立し、「笑

顔かがやく希望のまち むつ」の実現を目指し、

さらに邁進されることを望むものであります。

次に、特別会計歳入歳出決算についてでありま

すが、平成30年度国民健康保険特別会計において、

実質収支が２億5,941万6,742円の黒字となり、最

大で７億6,000万円ありました累積赤字が解消さ

れました。これは、歳入においては制度改正に伴

う国の財政支援の継続、歳出においては被保険者

数の減少による保険給付費の減少によるものと捉

えております。

今後におきましても、歳入確保のための収入率

向上対策を初め、生活習慣病の重症化予防などの

保健事業の推進により保険給付費の抑制を図り、

健全な運営に努めるよう望むものであります。

次に、平成30年度むつ市水道事業会計決算につ

いて、審査の結果を報告いたします。

今回審査に付されましたむつ市水道事業会計決

算報告書を初め財務諸表及びその他の附属書類

は、いずれも関係する証拠書類と符合しており、

正確でありました。

予算の執行は、地方公営企業法ほか関係法令に

準拠して、適正かつ効率的に執行されており、ま

た経営成績及び財政状態は適正に表示されている

ものと認めました。

平成30年度のむつ市水道事業会計決算は、収益

的収支において１億1,063万5,926円の純利益を生

じた決算となっております。

事業につきましては、老朽化した水道施設の改

良としては、大畑地区を中心に浄水場電気設備更

新工事などを実施、耐震性の向上及び旧簡易水道

施設の上水道統合としては、川内地区を中心に配

水管布設工事を実施するなど、安定給水体制の整

備に努めております。

今後におきましても、むつ市水道ビジョンの基

本理念「かがやく未来をささえる むつの水道」

のもと、安全でおいしい水道水を安定して供給し

続けるために、より一層の経費削減、有収率の改

善や中長期的な視点での設備投資などにより、さ

らなる収益の確保に努め、安定した経営を維持し

ていくことを望むものであります。

審査の詳細につきましては、お手元に配布の決

算審査意見書のとおりでありますので、ご審議の

参考にしていただければ幸いに存じます。

以上、決算審査の報告といたします。

〇議長（白井二郎） これで監査委員の意見を終わ

ります。

これより質疑に入りますが、先ほど一括議題と

いたしました９議案については、それぞれ区分し
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て質疑を行いますので、ご了承願います。

まず、議案第86号 平成30年度むつ市一般会計

歳入歳出決算について質疑に入ります。

質疑の通告がありますので発言を許可します。

14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 議案第86号 平成30年度むつ

市一般会計歳入歳出決算について質疑をさせてい

ただきます。

ただいまの監査委員からの報告でもありました

が、平成30年度の予算執行についてはおおむね肯

定的な意見が多い中で、監査委員の審査意見書の

中におきまして、「希望のまちづくり推進枠の10事

業については、意欲的な事業が積極的に推進され、

これらの成果の結実には大いに期待するところで

あるが、10事業中の４事業において執行率が５割

に満たない決算となったことから、事業費の積算

に当たって、より一層の精査を希望するものであ

る」と意見を述べられております。

この希望のまちづくり推進枠の事業は、全庁的

にマイナスシーリングにより生じた財源の一部を

使ってまちを元気にしていこうということで、事

業費で約2,000万円の予算で、これまで支援がお

くれていた分野や行政課題を克服するための事務

事業の掘り起こしのほか、職員の予算要求に対す

る意識改革にもつながるものと私は認識をしてお

りました。平成30年度の目玉的な事業であると思

っておりました。このことからいっても、予算の

執行率が５割に満たないというのは非常に残念な

結果であると思っております。

そこで、改めまして、希望のまちづくり推進枠

の10事業とはどういうものだったのか。執行率が

５割に満たない４事業とは何か。また、それぞれ

の執行率。５割に満たなかった理由と、それに対

する今後の対策はどのようになっているか。

この４事業は、それぞれ執行率は低いのですが、

事業目的を達成されているのかどうかお聞きした

いと思います。

次に、ふるさと納税についてでありますが、制

度が始まって10年がたちましたけれども、このふ

るさと納税は歳入確保の大きな柱の一つであると

認識をしております。このふるさと納税が平成

29年度と比較いたしまして、額で約3,900万円、

率で約20％、件数で約5,650件ほど減少しており

ます。この結果につきましてどのように分析して

いるのか、またこれらを挽回するための方策につ

いてはどのようにしているのか、あわせてお聞き

したいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、希望のまちづくり推進枠の認識ですけれ

ども、これは執行率が５割に満たないから政策効

果が十分に発揮されていないということではなく

て、チャレンジ的な事業ですので、一部見込みよ

りも使われなかった事業があったということと、

実際その発注をしてみたら、これまでの積算より

もうまく費用が低減された形で受注していただい

たということに起因するものでございますので、

決して政策効果が発揮されていないということで

はございません。具体的な答弁につきましては、

担当部長からさせていただきます。

それから、ふるさと納税につきましても、

3,900万円減少して、20％減少しているというお

話がありましたけれども、実はこれ寄附納入額か

らむつ市民の皆様がふるさと納税をしたことによ

る寄附金の税額控除額、それから事務的経費を差

し引いた実質的な受入額というところで見ます

と、これ6,200万円となっておりまして、前年度

比で、これは若干落ちているのですが、2.7％減

ということですので、横ばいで推移しているとい

うのが現状です。

したがって、今影響のほうについても具体的に

は部長のほうから答弁させますけれども、財政の
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影響というのは最小限にとどまっているという認

識でございます。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） ただいま市長から事業目

標を達成しているのかという部分についてお答え

いたしましたので、それ以外の部分についてお答

えいたします。

まず、希望のまちづくり推進枠の10事業につい

てでありますが、希望のまちづくり推進枠につき

ましては、「ＡＩＲ ｉｎ ＭｕｔｓｕＫａｗａｕ

ｃｈｉ」、「地域循環型社会ジオサイクル推進事

業」、「ハイリスク妊産婦アクセス支援事業」、「特

定不妊治療費助成事業」、「夜景観光推進事業」、

「下北ジオパーク台湾メディアプロモーション事

業」、「むつ市魅力発信事業ｔｏ ｔｈｅ Ｗｏｒ

ｌｄ」、「自主防災訓練備蓄品提供事業」、「まさ

かり高校講習会」、「キャリア教育推進事業」の10事

業となります。

次に、執行率が５割に満たない４事業、またそ

れぞれの執行率についてでありますが、ハイリス

ク妊産婦アクセス支援事業は39.4％、特定不妊治

療費助成事業は44.0％、自主防災訓練備蓄品提供

事業は39.8％、まさかり高校講習会は44.5％の予

算執行率となっております。

次に、５割に満たなかった理由についてであり

ますが、ハイリスク妊産婦アクセス支援事業及び

特定不妊治療費助成事業につきましては、各事業

の助成制度の利用者が想定した件数を下回ったこ

とが理由となっております。

その他自主防災訓練備蓄品提供事業につきまし

ては、申請する団体の件数が想定より少なかった

こと、まさかり高校講習会につきましては、講習

会の規約において予算よりも安く契約できたこと

が主な理由となっております。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（佐藤節雄） ふるさと納税についてお

答えいたします。

減少した部分をどのように分析しているのか、

また挽回するための方策ということでございます

が、寄附受入額が減少した原因といたしましては、

まず１つ目は高い返礼率やギフト券などの特典を

つける自治体が出てきたことで、そういった自治

体への寄附が集中したこと、そしてもう一つは、

平成29年度から利用を始めておりますポータルサ

イト「さとふる」への登録自治体数が163団体で

あったのが、平成30年11月には535団体と３倍以

上にふえたことで、より競争が激化したというこ

とで、この２つが大きな要因として推察されてお

ります。

また、先ほど市長から答弁がありましたが、寄

附金の税額控除額と事務的経費を差し引いた実施

受入額については、ほぼ横ばいとなっております

ことから、財政への影響は最小限にとどまってい

るものと分析しております。

次に、挽回するための方策についてお答えいた

します。市では現在ふるさと納税の目標額２億円

達成に向けたアクションプランを定めて取り組ん

でいるところでございます。その内容といたしま

しては、まず返礼品の魅力アップと消費税対策と

して、寄附区分を1,000円刻みにすることを考え

ております。これまでは、１万円刻みの寄附区分

に各事業者が寄附額に合わせた商品を設定してお

りましたが、決まった価格の商品をちょうど寄附

額に合わせることは難しく、1,000円刻みとする

ことで、商品による寄附区分が決定でき、新商品

も登録しやすくなるなど、より充実したラインア

ップにできるものと考えております。

そのほか昨年度好評でしたご当地おせち、同窓

会やふるさと会でのＰＲ、リピーターへの声がけ

など、できることから一つ一つ取り組んでまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと
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存じます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） まずは、希望のまちづくり推

進枠のほうですけれども、４事業は今のお話です

と、ある程度当初の目的は達成しているというこ

とで、事業的な効果は十分認められるという認識

であるというふうにお話をされていました。

その細かい中を聞いていくと、ハイリスク妊産

婦さんのほうに関しては対象者が少ないというこ

とで、これはいいことなのだろうなというふうに

思いますし、まさかり高校につきましても安くで

きたと、それもいいことなのだろうと思いますが、

自主防災組織の部分につきましては、多分これ根

本的には組織率が上がらないということにも理由

があると私今話を聞いていて感じましたので、そ

の部分も含めまして、今後は取り組みをしてほし

いなというふうに思います。

そういうことで、監査委員の意見にもありまし

たとおり、今後は積算に当たって精査を希望する

というふうな意見が今回の事象には当てはまるの

ではないかなというふうに感じましたので、この

部分については了解をしたいと思います。

続きまして、ふるさと納税についてであります

けれども、今話されました挽回策といいますか、

対策については、それぞれ効果的なものであるだ

ろうなというふうに感じました。ただ、その中で

どうしても気になるのが、額とかはあれだとして

も、件数が大きく下がっている。これはやっぱり

ちょっと気になるのです。今後はふやしていこう

とか、もっとＰＲしていこうとかといった場合に、

件数が下がりますと、どうしても伸びのほうにつ

ながっていけないというふうに考えます。

そこで、同じお答えになるかもしれませんけれ

ども、その件数をふやしていくための部分につい

てどのように考えているか、再度お聞きしたいと

思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

件数が下がっているという認識は私もありまし

て、これ非常に私も問題だと思ってございます。

ただ、今回1,000円刻みにすることで、寄附の種

類、返礼品の種類もふやすこともできるし、また

寄附の額も階層化することで件数自体は伸びてく

るというふうに期待をしているところですが、な

おしっかりとＰＲをしながら取り組んでまいりた

いと考えております。

〇議長（白井二郎） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第86号の質疑を終わります。

次は、議案第87号 平成30年度むつ市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第87号の質疑を終わります。

次は、議案第88号 平成30年度むつ市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算について質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第88号の質疑を終わります。

次は、議案第89号 平成30年度むつ市下水道事
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業特別会計歳入歳出決算について質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第89号の質疑を終わります。

次は、議案第90号 平成30年度むつ市公共用地

取得事業特別会計歳入歳出決算について質疑に入

ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第90号の質疑を終わります。

次は、議案第91号 平成30年度むつ市介護保険

特別会計歳入歳出決算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第91号の質疑を終わります。

次は、議案第92号 平成30年度むつ市魚市場事

業特別会計歳入歳出決算について質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第92号の質疑を終わります。

次は、議案第93号 平成30年度むつ市水道事業

会計利益剰余金の処分について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第93号の質疑を終わります。

次は、議案第94号 平成30年度むつ市水道事業

会計決算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第94号の質疑を終わります。

これで平成30年度むつ市各会計決算等に対する

質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第86号から議案第94号までの平成30年度

むつ市各会計決算等については、議長及び議会選

出の監査委員を除く議員22名で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査する

ことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第86号から議案第94号までの平成30年度

むつ市各会計決算等については、議長及び議会選

出の監査委員を除く議員22名で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査する

ことに決定いたしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました決

算審査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、お手元に配布

してあります決算審査特別委員名簿のとおり指名

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配布してあります決算審査特別委員

名簿のとおり選任することに決定いたしました。

ここで決算審査特別委員会正副委員長互選のた

め暫時休憩いたします。

午前１０時３８分 休憩

午前１０時５１分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいま開かれました決算審査特別委員会にお

いて、委員長に東健而議員、副委員長に富岡修議

員が選任されましたので、ご報告いたします。

◇報告第１５号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第18 報告第15号

平成30年度むつ市一般会計継続費精算報告書を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第15号の質疑を終わります。

報告第15号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１６号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第19 報告第16号

平成30年度むつ市水道事業会計継続費精算報告書

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第16号の質疑を終わります。

報告第16号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１９号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第20 報告第19号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第19号の質疑を終わります。

報告第19号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２０号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第21 報告第20号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第20号の質疑を終わります。

報告第20号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◎日程第22 議員派遣について
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〇議長（白井二郎） 次は、日程第22 議員派遣に

ついてを議題といたします。

本件は、地方自治法第100条第13項及び会議規

則第167条の規定により、青森県知事に対する意

見書を提出するため議員を派遣するものでありま

す。

お諮りいたします。お手元に配布の資料のとお

り議員を派遣することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配布の資料のとおり議員を派遣する

ことに決定いたしました。

この際、お諮りいたします。ただいま決定され

ました議員派遣の記載事項に変更等が生じた場合

は、議長に一任願いたいと思います。これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員派遣の記載事項に変更等が生じた場合は、

議長に一任いただくことに決定いたしました。

◎散会の宣告

〇議長（白井二郎） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明９月11日は常任委員会及

び決算審査特別委員会のため、９月12日及び13日

は決算審査特別委員会のため、９月17日及び18日

は議事整理のため休会したいと思います。これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、明９月11日は常任委員会及び決算審査特別委

員会のため、９月12日及び13日は決算審査特別委

員会のため、９月17日及び18日は議事整理のため

休会することに決定いたしました。

なお、９月14日から16日までは休日のため休会

とし、９月19日は付託議案審議及び議員派遣を行

います。

本日はこれで散会いたします。

午前１０時５７分 散会
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